
加茂市神明町地区で斜面崩壊対策を行います

－ 三条地域整備部管内事業の紹介 －

▷事業箇所：加茂市神明町
▷事業期間：令和４年度～
▷事業延長：Ｌ＝３８２ｍ

整備目的・効果

斜面の崩壊から斜面下にお住まいの方の人命や生活を守るため、
斜面崩壊対策を行います。

担当：治水課 TEL：(0256)-36-2315

どんな物が安全に守られる？

Ｒ５年度の事業内容

事業概要

進捗状況

○ 設計

対策工事の詳細設計を行います

・人家 ２０戸
・市道 ３２０ｍ
・高等学校
・官公署 など

位置図


